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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 健康福祉部子ども未来課 

施設名 井田川小学校区放課後児童クラブ 

指定管理者 井田川小学校区学童保育所くれよんくらぶ運営委員会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「放課後児童クラブの管理に関する基本協定書」及び年度協定を締結するとともに、指定管理業

務については仕様書により適正に管理した。 

業務内容 

１．施設及び設備の維持管理に関する業務 

  支援員等の人数を確保すると共に、日々施設の点検を怠らず事故・怪我の発生を防ぐ。また 

  緊急時対応、連絡網作成、防火対策マニュアルを作成する。 

  ・火災、事故発生の防止 

  ・施設、設備の点検 

  ・施設の整理整頓に努め清掃を行う 

運営について  

 上記の基本協定書及び仕様書により適正に運営した。 

業務内容 

１、利用する放課後児童の指導に関する業務 

２、保育料金の収受に関する業務 

  ・児童及び保護者に対する入所時の説明 

  ・日誌、月報等の作成 

  ・保育に必要な消耗品、応急医薬品、図書等の購入 

  ・防災台帳の管理及び緊急連絡網の作成 

  ・定期的な避難訓練等の実施 

事業について  

 通常の保育のほか、毎月のお誕生日会、キャンプ、七夕飾り、クリスマス会、バス旅行や奉仕

作業を実施するなど、独自の行事を実施した。 
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施設の利用状況 

年間平均児童数：５１人 

 

開所日数：３０２日 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間平均児童数 ６６ ６６ ６５ ５１  

開所日数 ３０２ ３０２ ３０２ ３０２  

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 ９，８１７，３９５ 事業費 １４，２２０，２９７ 

利用料金収入 ６，３３４，０００ 管理費 １，６９４，７０８ 

その他収入 ３４，９５１ 次年度繰越金 ４，２５３，１４５ 

繰越金 ４，１０９，３０４ 過年度返還金 １２７，５００ 

合計（ａ） ２０，２９５，６５０ 合計（ｂ） ２０，２９５，６５０ 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) ０ 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

８，２５５ ８，２４２ ８，０８０ ９，８１７  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

８，６０４ １２，９２５ １２，１９７ １０，４７８  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 １６，８５９ ２１，１６７ ２０，２７７ ２０，２９５  

支出 １６，８５９ ２１，１６７ ２０，２７７ ２０，２９５  

差額 ０ ０ ０ ０  
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検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

通常保育業務の他に、運営委員会が独自で行うイベント等を

行うことによって、健全な児童の育成を育むことができた。 

コスト面 
支援員が補助員を含め７名在職することを考えると、直営で

運営するよりコストダウンが図られていると考える。 

施設について 

管理面 
施設の老朽化もあり、修繕が必要な箇所も存在するが、施設

管理は概ね良好であった。 

運営面 通所する児童への対応は概ね良好であった。 

事業について 基本協定に基づき、概ね良好に事業を推進した。 

指定管理者によ

る 

自己評価 

通常保育に加えて、バス旅行やデイキャンプなど諸々のイベント等を行い、

通所する児童の身体と心の健全な育成を育むことができたと感じておりま

す。 

所管課による 

総括評価 

・通所する保護者や、周辺地域からの住民からの苦情も無く、また通所する

児童も生き生きとした様子であることから、施設の管理・運営については概

ね良好であり、設置目的を果たしている。 

・問題なく事業運営を行っていることから、今後も同団体に対して指定管理

を行いたいと考える。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 健康福祉部子ども未来課 

施設名 井田川小学校区第二放課後児童クラブ 

指定管理者 井田川小学校区学童保育所くれよんくらぶ運営委員会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「放課後児童クラブの管理に関する基本協定書」及び年度協定を締結するとともに、指定管理業

務については仕様書により適正に管理した。 

業務内容 

１．施設及び設備の維持管理に関する業務 

  支援員等の人数を確保すると共に、日々施設の点検を怠らず事故・怪我の発生を防ぐ。また 

  緊急時対応、連絡網作成、防火対策マニュアルを作成する。 

  ・火災、事故発生の防止 

  ・施設、設備の点検 

  ・施設の整理整頓に努め清掃を行う 

運営について  

 上記の基本協定書及び仕様書により適正に運営した。 

業務内容 

１、利用する放課後児童の指導に関する業務 

２、保育料金の収受に関する業務 

  ・児童及び保護者に対する入所時の説明 

  ・日誌、月報等の作成 

  ・保育に必要な消耗品、応急医薬品、図書等の購入 

  ・防災台帳の管理及び緊急連絡網の作成 

  ・定期的な避難訓練等の実施 

事業について  

 通常の保育のほか、毎月のお誕生日会、キャンプ、七夕飾り、クリスマス会、バス旅行や奉仕

作業を実施するなど、独自の行事を実施した。 
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施設の利用状況 

年間平均児童数：５５人 

 

開所日数：３０２日 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間平均児童数 ６５ ６７ ７０ ５５  

開所日数 ３０２ ３０２ ２９９ ３０２  

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 ８，６４４，８７６ 事業費 １３，０４４，２２５ 

利用料金収入 ６，８８３，８００ 管理費 １，１４２，６０７ 

その他収入 ２６，８６１ 次年度繰越金 ２，５８１，５２４ 

繰越金 １，２６２，３１９ 過年度返還金 ４９，５００ 

合計（ａ） １６，８１７，８５６ 合計（ｂ） １６，８１７，８５６ 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) ０ 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

６，７５６ ６，７５７ ７，３９１ ８，６４５  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

８，０６２ ８，０５８ ６，２５１ ６，８８３  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 １６，２８６ １６，６１６ １５，５８３ １６，８１７  

支出 １６，２８６ １６，６１６ １５，５８３ １６，８１７  

差額 ０ ０ ０ ０  
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検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

通常保育業務の他に、運営委員会が独自で行うイベント等を

行うことによって、健全な児童の育成を育むことができた。 

コスト面 
支援員が補助員を含め 12 名在職することを考えると、直営で

運営するよりコストダウンが図られていると考える。 

施設について 

管理面 
施設の老朽化もあり、修繕が必要な箇所も存在するが、施設

管理は概ね良好であった。 

運営面 通所する児童への対応は概ね良好であった。 

事業について 基本協定に基づき、概ね良好に事業を推進した。 

指定管理者によ

る 

自己評価 

通常保育に加えて、バス旅行やデイキャンプなど諸々のイベント等を行い、

通所する児童の身体と心の健全な育成を育むことができたと感じている。 

所管課による 

総括評価 

・通所する保護者や、周辺地域からの住民からの苦情も無く、また通所する

児童も生き生きとした様子であることから、施設の管理・運営については概

ね良好であり、設置目的を果たしている。 

・問題なく事業運営を行っていることから、今後も同団体に対して指定管理

を行いたいと考える。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 健康福祉部子ども未来課 

施設名 亀山東小学校区放課後児童クラブ 

指定管理者 亀山東小学校区学童保育所児童クラブとちの木運営委員会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「放課後児童クラブの管理に関する基本協定書」及び年度協定を締結するとともに、指定管理業

務については仕様書により適正に管理した。 

業務内容 

１．施設及び設備の維持管理に関する業務 

  支援員等の人数を確保すると共に、日々施設の点検を怠らず事故・怪我の発生を防ぐ。また 

  緊急時対応、連絡網作成、防火対策マニュアルを作成する。 

  ・火災、事故発生の防止 

  ・施設、設備の点検 

  ・施設の整理整頓に努め清掃を行う 

運営について  

 上記の基本協定書及び仕様書により適正に運営した。 

業務内容 

１、利用する放課後児童の指導に関する業務 

２、保育料金の収受に関する業務 

  ・児童及び保護者に対する入所時の説明 

  ・日誌、月報等の作成 

  ・保育に必要な消耗品、応急医薬品、図書等の購入 

  ・防災台帳の管理及び緊急連絡網の作成 

  ・定期的な避難訓練等の実施 

事業について  

 通常の保育のほか、毎月のお誕生日会、ゲーム大会、昼食会、レクリエーションや奉仕作業を

実施するなど、独自の行事を実施した。 
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施設の利用状況 

年間平均児童数：３７人 

 

開所日数：２５０日 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間平均児童数 ４１ ４０ ３４ ３７  

開所日数 ２８７ ２６５ ２４６ ２５０  

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 ５，２７２，３００ 事業費 ６，０７４，２３２ 

利用料金収入 ４，４９６，３００ 管理費 １，７９１，４９９ 

繰越金 ４，４５９，１４７ 次年度繰越金 ４，２９１，８５３ 

利息 ３７ 過年度返還金 ２，０７０，２００ 

合計（ａ） １４，２２７，７８４ 合計（ｂ） １４，２２７，７８４ 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) ０ 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

４，６１４ ４，６１２ ２，５９０ ５，２７２  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

５，１９０ ５，１４５ ４，４５４ ４，９８４  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 １３，８６４ １６，１４６ １２，７００ １４，２２７  

支出 １３，８６４ １６，１４６ １２，７００ １４，２２７  

差額 ０ ０ ０ ０  
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検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

通常保育業務の他に、運営委員会が独自で行うイベント等を

行うことによって、健全な児童の育成を育むことができた。 

コスト面 
支援員が補助員を含め４名在職することを考えると、直営で

運営するよりコストダウンが図られていると考える。 

施設について 

管理面 
施設の老朽化もあり、修繕が必要な箇所も存在するが、施設

管理は概ね良好であった。 

運営面 通所する児童への対応は概ね良好であった。 

事業について 基本協定に基づき、概ね良好に事業を推進した。 

指定管理者によ

る 

自己評価 

通常の受入のほか、独自の行事を行い、児童に対して良好な環境を提供でき

たと感じている。 

所管課による 

総括評価 

・通所する保護者や、周辺地域からの住民からの苦情も無く、また通所する

児童も生き生きとした様子であることから、施設の管理・運営については概

ね良好であり、設置目的を果たしている。 

・問題なく事業運営を行っていることから、今後も同団体に対して指定管理

を行いたいと考える。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 健康福祉部子ども未来課 

施設名 関小学校区放課後児童クラブ 

指定管理者 関小学校区学童保育所さくらクラブ運営委員会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「放課後児童クラブの管理に関する基本協定書」及び年度協定を締結するとともに、指定管理業

務については仕様書により適正に管理した。 

業務内容 

１．施設及び設備の維持管理に関する業務 

  支援員等の人数を確保すると共に、日々施設の点検を怠らず事故・怪我の発生を防ぐ。また 

  緊急時対応、連絡網作成、防火対策マニュアルを作成する。 

  ・火災、事故発生の防止 

  ・施設、設備の点検 

  ・施設の整理整頓に努め清掃を行う 

運営について  

 上記の基本協定書及び仕様書により適正に運営した。 

業務内容 

１、利用する放課後児童の指導に関する業務 

２、保育料金の収受に関する業務 

  ・児童及び保護者に対する入所時の説明 

  ・日誌、月報等の作成 

  ・保育に必要な消耗品、応急医薬品、図書等の購入 

  ・防災台帳の管理及び緊急連絡網の作成 

  ・定期的な避難訓練等の実施 

事業について  

 通常の保育のほか、毎月のお誕生日会、お楽しみ会、なかま交流会、人形劇鑑賞や宿泊練習を

実施するなど、独自の行事を実施した。 
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施設の利用状況 

年間平均児童数：３５人 

 

開所日数：２８０日 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間平均児童数 ４０ ４５ ５３ ３５  

開所日数 ２９２ ２９２ ２９１ ２８０  

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 １２，７７９，６８６ 事業費 １２，３４４，９７２ 

利用料金収入 ４，２６１，６９５ 管理費 ４，３２１，０１６ 

繰越金 ２，６８４，００７ 次年度繰越金 ３，９６２，９６２ 

その他の収入 ９２０，０６２ 過年度返還金 １６，５００ 

合計（ａ） ２０，６４５，４５０ 合計（ｂ） ２０，６４５，４５０ 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) ０ 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

１０，４４８ ８，７５５ １０，８９３ １２，７６４  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

８，０９３ ４，８３２ ６，６３６ ４，２６１  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 １６，８５９ １７，９２４ ２１，８４１ ２０，６４５  

支出 １６，８５９ １７，９２４ ２１，８４１ ２０，６４５  

差額 ０ ０ ０ ０  
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検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

通常保育業務の他に、運営委員会が独自で行うイベント等を

行うことによって、健全な児童の育成を育むことができた。 

コスト面 
支援員が補助員を含め８名在職することを考えると、直営で

運営するよりコストダウンが図られていると考える。 

施設について 

管理面 
施設の老朽化もあり、修繕が必要な箇所も存在するが、施設

管理は概ね良好であった。 

運営面 通所する児童への対応は概ね良好であった。 

事業について 基本協定に基づき、概ね良好に事業を推進した。 

指定管理者によ

る 

自己評価 

通常の受入のほか、独自の行事を行い、児童に対して良好な環境を提供でき

たと感じている。 

所管課による 

総括評価 

・通所する保護者や、周辺地域からの住民からの苦情も無く、また通所する

児童も生き生きとした様子であることから、施設の管理・運営については概

ね良好であり、設置目的を果たしている。 

・問題なく事業運営を行っていることから、今後も同団体に対して指定管理

を行いたいと考える。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 健康福祉部子ども未来課 

施設名 川崎小学校区放課後児童クラブ 

指定管理者 川崎小学校区放課後児童クラブあおぞら運営委員会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「放課後児童クラブの管理に関する基本協定書」及び年度協定を締結するとともに、指定管理業

務については仕様書により適正に管理した。 

業務内容 

１．施設及び設備の維持管理に関する業務 

  支援員等の人数を確保すると共に、日々施設の点検を怠らず事故・怪我の発生を防ぐ。また 

  緊急時対応、連絡網作成、防火対策マニュアルを作成する。 

  ・火災、事故発生の防止 

  ・施設、設備の点検 

  ・施設の整理整頓に努め清掃を行う 

運営について  

 上記の基本協定書及び仕様書により適正に運営した。 

業務内容 

１、利用する放課後児童の指導に関する業務 

２、保育料金の収受に関する業務 

  ・児童及び保護者に対する入所時の説明 

  ・日誌、月報等の作成 

  ・保育に必要な消耗品、応急医薬品、図書等の購入 

  ・防災台帳の管理及び緊急連絡網の作成 

  ・定期的な避難訓練等の実施 

事業について  

 通常の保育のほか、毎月のお誕生日会、お楽しみ会、なかま交流会、人形劇鑑賞や宿泊練習を

実施するなど、独自の行事を実施した。 
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施設の利用状況 

年間平均児童数：５４人 

 

開所日数：２６８日 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間平均児童数 ― ― ― ５４  

開所日数 ― ― ― ２６８  

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 １４，９４２，４００ 事業費 １６，３１４，２５６ 

利用料金収入 ７，４６１，８００ 管理費 ４，４７８，１８０ 

繰越金 ２，９０３，２３１ 次年度繰越金 ４，３２１，７９６ 

その他収入、預り金  ４３０，５０１ 返還金 ６２３，７００ 

合計（ａ） ２５，７３７，９３２ 合計（ｂ） ２５，７３７，９３２ 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) ０ 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

― ― ― １４，３１８  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

― ― ― ７，４６１  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 ― ― ― ２５，７３７  

支出 ― ― ― ２５，７３７  

差額 ０ ０ ０ ０  
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検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

通常保育業務の他に、運営委員会が独自で行うイベント等を

行うことによって、健全な児童の育成を育むことができた。 

コスト面 
支援員が補助員を含め 11 名在職することを考えると、直営で

運営するよりコストダウンが図られていると考える。 

施設について 

管理面 施設管理は概ね良好であった。 

運営面 通所する児童への対応は概ね良好であった。 

事業について 基本協定に基づき、概ね良好に事業を推進した。 

指定管理者によ

る 

自己評価 

通常の受入のほか、独自の行事を行い、児童に対して良好な環境を提供でき

たと感じている。 

所管課による 

総括評価 

・通所する保護者や、周辺地域からの住民からの苦情も無く、また通所する

児童も生き生きとした様子であることから、施設の管理・運営については概

ね良好であり、設置目的を果たしている。 

・問題なく事業運営を行っていることから、今後も同団体に対して指定管理

を行いたいと考える。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 井田川地区北コミュニティセンター 

指定管理者 井田川北まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

耐震補強等工事に伴い、施設を約４ヵ月間利用できなかったため、前年度と比較し、利用人数は

5,472 人減少、利用件数は 387 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 14,357 人     

利用件数 1,071 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,213,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,028,692 

  (   返還金    ) 184,308 

    

合計（ａ） 3,213,000 合計（ｂ） 3,213,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,213     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,213     

支出 3,213     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応さ

れ、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 

施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努め、

施設の維持保全を適切に行っている。 

ゴーヤによる「緑のカーテン」の取り組みを実施するな

ど、環境に配慮した管理を行っている。 

運営面 
耐震補強等工事に伴い、施設の使用に支障が生じたが、適

正な運営を行っている。 

事業について 
施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 
センターの維持、管理、運営は問題なく行っている。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正に

管理運営が行われている。耐震補強等工事に伴い、施設の使用に支障が生

じたが、特に大きな問題はなく適正な管理運営がなされている。更なる利

用者増加とサービス向上に向けた取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 井田川地区南コミュニティセンター 

指定管理者 井田川地区南まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 316 人減少、利用件数は 18 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 5,016 人     

利用件数 533 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,042,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,940,999 

  (   返還金    ) 101,001 

    

合計（ａ） 3,042,000 合計（ｂ） 3,042,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,042     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,042     

支出 3,042     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 
指定管理者業務仕様書に基づき忠実に管理運営している。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 川崎地区コミュニティセンター 

指定管理者 川崎地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 779 人増加、利用件数は 85 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 6,525 人     

利用件数 310 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,567,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,182,351 

  (   返還金    ) 384,649 

    

合計（ａ） 3,567,000 合計（ｂ） 3,567,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,567     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,567     

支出 3,567     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
利用者の安全確保に努め、施設の維持保全を適切に行っ

ている。 

運営面 
施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするた

め、創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

新センターが竣工以来、施設の利用者数も増加しており、備品などの

要望も多々あり適正に対応している。 

利用者の方が使いやすいよう日常、清掃などの管理に努めており、施

設利用に関する業務を行っているが、更に、避難訓練などもしっかりと

実施していく。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 神辺地区コミュニティセンター 

指定管理者 神辺地区ふれあいまちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 514 人減少、利用件数は 8 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 6,499 人     

利用件数 1,260 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,375,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,121,710 

  (   返還金    ) 253,290 

    

合計（ａ） 3,375,000 合計（ｂ） 3,375,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,375     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,375     

支出 3,375     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
利用者の安全確保に努め、施設の維持保全を適切に行っ

ている。 

運営面 
施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするた

め、創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

指定管理契約に基づき適正な管理に努めている。 

地域内外の市民にコミュニティセンターの利用を呼び掛けてきたが、

最近地域外からの使用が増えている。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 昼生地区コミュニティセンター 

指定管理者 昼生地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 

28



 

施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 542 人減少、利用件数は 38 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 3,348 人     

利用件数 256 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,181,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,983,265 

  (   返還金    ) 197,735 

    

合計（ａ） 3,181,000 合計（ｂ） 3,181,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,181     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,181     

支出 3,181     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 

施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

ゴーヤによる「緑のカーテン」の取り組みを実施するな

ど、環境に配慮した管理運営を行っている。 

運営面 
施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 
十分に目的を達成できている。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 白川地区北コミュニティセンター・白川地区南コミュニティセンター 

指定管理者 白川地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 99 人増加、利用件数は 4 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 1,528 人     

利用件数 101 回     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,093,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,908,270 

  (   返還金    ) 184,730 

    

合計（ａ） 3,093,000 合計（ｂ） 3,093,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,093     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,093     

支出 3,093     

差額 0     

 

32



 

検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 

施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

ゴーヤによる「緑のカーテン」の取り組みを実施するな

ど、環境に配慮した管理運営を行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

白川地区は学校中心として、コミュニティスクールを含めて、皆様活

発に協力して頂いており、管理者として誠に喜ばしい。 

但し、コミュニティ建物運営管理については、南北があるため非常に

厳しい。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 天神・和賀地区コミュニティセンター 

指定管理者 天神・和賀地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 579 人増加、利用件数は 34 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 3,123 人     

利用件数 281 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,162,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,113,862 

  (   返還金    )  48,138 

    

合計（ａ） 3,162,000 合計（ｂ） 3,162,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,162     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,162     

支出 3,162     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設や備品は老朽化しているが、保守点検、修繕等を行い維持管理し

地域密着型の施設として、利用促進やサービス向上に努めている。 

業務計画、事業報告を提出し確認を受け、収入、支出の管理を目的とし

銀行口座を開設して、適切な運用を行っている。 

住民に対するサービスの効果及び効率を向上させ、自主活動による地

域の活性化を図り喜ばれている。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 本町地区コミュニティセンター 

指定管理者 本町地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 279 人増加、利用件数は 77 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 5,948 人     

利用件数 553 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,056,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,055,821 

  (   返還金    ) 179 

    

合計（ａ） 3,056,000 合計（ｂ） 3,056,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,056     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,056     

支出 3,056     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

市との基本協定書及び業務仕様書の趣旨を順守し、管理を遂行してい

る。 

 特に基本方針である「地域住民及び各種団体との連携」を重要目標に

揚げ、全ての人が利用しやすいセンターの環境づくりに努めている。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 城西地区コミュニティセンター 

指定管理者 城西地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 689 人減少、利用件数は 15 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 8,803 人     

利用件数 612 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,155,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,044,661 

  (   返還金    ) 110,339 

    

合計（ａ） 3,155,000 合計（ｂ） 3,155,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,155     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,155     

支出 3,155     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするた

め、創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

管理者、会員、職員が一丸となって管理運営に努めている。 

施設を利用者されている方々から好評をいただいている。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 城北地区コミュニティセンター 

指定管理者 城北地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 87 人減少、利用件数は 97 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 6,186 人     

利用件数 611 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,043,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,798,264 

  (   返還金    ) 244,736 

    

合計（ａ） 3,043,000 合計（ｂ） 3,043,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,043     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,043     

支出 3,043     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするた

め、創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

これまで事務職員に一任していた草刈りや植木の剪定などを、一部地

域まちづくり協議会の環境部へも割り振り、施設管理に積極的に協力し

て頂いている。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 城東地区コミュニティセンター 

指定管理者 城東地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年７月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

平成 29 年 7 月から三重県建設業協会亀山支部の建物を城東地区コミュニティセンターとして使用

したため、前年度と比較し、利用人数は 305 人減少、利用件数は 51 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 1,508 人     

利用件数 109 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 2,430,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,164,244 

  (   返還金    ) 265,756 

    

合計（ａ） 2,430,000 合計（ｂ） 2,430,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

2,430     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 2,430     

支出 2,430     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

当センターは、平成２９年７月に現施設に移転し、市に於いて施設の

改修が図られ、施設使用面で充実が図られた。 

施設の管理、施設設置内容に於いては、良好に推移している。 

施設の利用状況に於いては、余り活発でなく今後の課題である。（行事、

サークル活動、会議等） 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 

（様式６） 
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指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 野村地区コミュニティセンター 

指定管理者 野村地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 1,673 人増加、利用件数は 69 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 12,510 人     

利用件数 713 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,051,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,987,229 

  (   返還金    ) 63,771 

    

合計（ａ） 3,051,000 合計（ｂ） 3,051,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,051     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,051     

支出 3,051     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 

施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

ゴーヤによる「緑のカーテン」の取り組みを実施するな

ど、環境に配慮した管理運営を行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

高齢者の利用が増加し、重量物取扱いの軽減策として、会議用机の改

善〈跳上式キャスター付、26 台〉をはかり、大変好評を得ている。 

男子トイレの洋式化は、次年度計画としたい。 

消耗品・光熱費の削減に努め、返還金は、63,771 円となった。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 御幸地区コミュニティセンター 

指定管理者 御幸地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 113 人減少、利用件数は 62 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 4,850 人     

利用件数 324 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,032,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,890,929 

  (   返還金    ) 141,071 

    

合計（ａ） 3,032,000 合計（ｂ） 3,032,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,032     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,032     

支出 3,032     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設管理、運営について適正に行われており、問題は発生していない。 

利用者が安全に気持ちよく利用していただけるよう、清掃や備品等の

扱いに心がけている。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 北東地区コミュニティセンター 

指定管理者 北東地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 5,325 人減少、利用件数は 305 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 6,534 人     

利用件数 630 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料  3,056,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,052,457 

  (   返還金    ) 3,543 

    

合計（ａ） 3,056,000 合計（ｂ） 3,056,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,056     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,056     

支出 3,056     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設等の清掃、維持管理業務等について適切に実施できたと思う。 

事務所前のカウンターにアンケート箱を常設し、利用者の要望に応え

るようにした。「アイドリングストップ」や「節電・節水」のお願いの貼

紙等貼り経費節減に努めた。 

利用者の使い安い（例 移動式の机を購入）施設を目指し、地区民の評

価を得た。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 東部地区コミュニティセンター 

指定管理者 東部地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 38 人減少、利用件数は 28 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 6,108 人     

利用件数 255 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,129,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,038,261 

  (  返還金    ) 90,739 

    

合計（ａ） 3,129,000 合計（ｂ） 3,129,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,129     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,129     

支出 3,129     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

 基本協定書や業務仕様書に基づき、施設の維持管理や運営を適正に行

った。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 南部地区コミュニティセンター 

指定管理者 南部地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 212 人減少、利用件数は 11 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 3,314 人     

利用件数 182 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,046,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,733,878 

  (   返還金    ) 312,122 

    

合計（ａ） 3,046,000 合計（ｂ） 3,046,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,046     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,046     

支出 3,046     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

文書管理等適切に処理した。 

また、職員による修繕等により、経費削減につなげた。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 野登地区コミュニティセンター 

指定管理者 野登地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 299 人減少、利用件数は 10 件増加した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 3,975 人     

利用件数 347 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,046,000 事業費  

利用料金収入  管理費 2,862,905 

  (   返還金    ) 201,095 

    

合計（ａ） 3,046,000 合計（ｂ） 3,046,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,046     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,046     

支出 3,046     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設の使用団体数や使用日数については例年と変わりなかった。 

使用団体へのアンケート調査で職員の対応や今後も利用したい等おお

むね良好な評価をいただいている。 

調理室はあるが、狭くて調理ができないため、増設を望む声が多い。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 関南部地区コミュニティセンター 

指定管理者 関南部地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市地区コミュニティセンター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締

結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市地区コミュニティセンター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書

及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

関南部地区コミュニティセンターは平成 28 年 4 月に開設後、市の直営で管理・運営を行っていた

が、平成 29 年 4 月から指定管理者が管理・運営を行っている。前年度と比較し、利用人数は 110 人

減少、利用件数は 62 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 3,056 人     

利用件数 140 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 3,398,000 事業費  

利用料金収入  管理費 3,085,084 

  (   返還金    ) 312,916 

    

合計（ａ） 3,398,000 合計（ｂ） 3,398,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

3,398     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 3,398     

支出 3,398     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 

利用者の安全確保に努め、施設の維持保全を適切に行っ

ている。 

ゴーヤによる「緑のカーテン」の取り組みを実施するな

ど、環境に配慮した管理運営を行っている。 

運営面 
施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設の維持管理については、皆様の協力により、大切に使用できて良

かったと思う。 

施設の使用許可等については、トラブル等なく良かったと思う。 

センターの使用状況については、冬場は悪く、ＰＲが必要である。 

所管課による 

総括評価 

仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、当施設に指

定管理者制度を導入して初年度であったが、適切に施設の管理運営が行

われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた取り組みに努め

られたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 関町北部ふれあい交流センター 

指定管理者 関北部地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「亀山市関町北部ふれあい交流センター施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書

を締結し、同協定書及び仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

亀山市関町北部ふれあい交流センター条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協

定書及び仕様書に基づき、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

関町北部ふれあい交流センターは平成 7 年 7 月に開設後、市の直営で管理・運営を行っていたが、

平成 29 年 4 月から指定管理者が管理・運営を行っている。前年度と比較し、利用人数は 62 人増加、

利用件数は 6 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 4,122 人     

利用件数 299 件     

      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 5,255,000 事業費  

利用料金収入  管理費 5,223,230 

  (   返還金    ) 31,770 

    

合計（ａ） 5,255,000 合計（ｂ） 5,255,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

5,255     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 5,255     

支出 5,255     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行うとともに、利用者の安全確保に努

め、施設の維持保全を適切に行っている。 

運営面 
 施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

指定管理者になり職務も多忙になり、職責も重く重責さを伴う。 

まちづくり協議会に寄与する為には、より一層の努力が必要に思える 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、当施設に指

定管理者制度を導入して初年度であったが、適切に施設の管理運営が行

われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた取り組みに努め

られたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 生活文化部まちづくり協働課 

施設名 鈴鹿馬子唄会館 

指定管理者 坂下地区まちづくり協議会 

指定期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

「鈴鹿馬子唄会館施設の管理に関する基本協定書」及び年度協定書を締結し、同協定書及び

仕様書に基づき、施設の維持管理が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

○施設内・施設敷地内の清掃 

○設備の保守点検 

○巡視・点検等 

運営について  

鈴鹿馬子唄会館条例及び同条施行規則等関係法令を遵守し、上記協定書及び仕様書に基づ

き、施設の運営が適正に実施された。 

＜業務内容＞ 

 ○施設の使用許可申請書の受付 

○使用許可及び許可書の発行 

○使用許可書の取り消し及び制限 

○利用状況報告書の作成等 

事業について  

例年どおり地域自治会及び各種団体等と連携しながら、年間を通して事業が実施された。 
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施設の利用状況 

前年度と比較し、利用人数は 476 人増加、利用件数は 15 件減少した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

利用人数 9,268 人     

(例)利用件数 355 件     

(例)自主事業開催数      

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 4,846,000 事業費  

利用料金収入  管理費 4,633,511 

  (  返還金    ) 212,489 

    

合計（ａ） 4,846,000 合計（ｂ） 4,846,000 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 0 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

4,846     

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

0     

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 年度 平成 年度 

収入 4,846     

支出 4,846     

差額 0     
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

 利用者からの様々な要望や意見に対しても適切に対応

され、サービス向上につながっている。 

コスト面 
消耗品などの購入を最小限に抑えるとともに、節電等に

努められ、経費節減につながっている。 

施設について 

管理面 
施設の修繕等を行い、施設の維持保全を適切に行ってい

る。 

運営面 

施設の利用促進や利用者のサービス向上に努め、施設の

運営を適切に行っている。 

観光施設としても利用者が多いが、利用者への対応等は

適切に行われている。 

事業について 
 施設の稼働率向上や、地域まちづくり協議会の活動を活発にするため、

創意工夫をこらした自主事業を実施することができた。 

指定管理者による 

自己評価 

基本協定書及び仕様書に定められた事項は適正に実施した。 

和室の簡易座椅子の整備など利用者の要望に応えた。 

所管課による 

総括評価 

 仕様書及び事業計画に定められた事項は適切に実施され、施設は適正

に管理運営が行われている。更なる利用者増加とサービス向上に向けた

取り組みに努められたい。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成 29 年度） 

 

 所管課 生活文化部文化スポーツ課 

施設名 亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター 

指定管理者 公益財団法人亀山市地域社会振興会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

安全・安心・快適な施設環境を提供するために、外部委託による定期的な点検及び職員による

日常的な管理点検を確実に実施し、利用者の安全確保、事故防止の対策を講じるとともに、修繕

を実施する際には、利用者、来館者の妨げにならないように実施している。 

 また、利用者の要望及び満足度を調査するため、アンケートや御意見箱の設置、利用者へのヒ

アリングを実施して適正な管理に努めている。 

運営について  

 利用者に利用しやすい施設を目指し、文化相談窓口を設置し、利用に関しての不安や疑問を取

り除くことや、イベント時において事前に舞台スタッフとの打合せを必須にするなど工夫した運

営を実施している。また、年に一回職員向けの研修を計画するなど、個人情報の管理や運営スキ

ルの向上が常に図られている。 

 文化会館の PR については、毎月発行している催物ガイドの全戸配布や、会館の HP、ツイッタ

ー、Facebook 等で開催される事業が、幅広く情報発信されるよう実施されている。 

  

 

事業について  

 仕様書に記載されている年間 15 回以上の自主文化事業を実施しており、参加型、育成型、観

賞型の事業が概ね均等に展開されている。また、様々な客層をターゲットにした事業を実施した

ことで、多くの市民が文化に触れあう機会を設けている。  
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施設の利用状況 

利用者サービスの充実により施設利用者はリピーターが多く、仕様書で示している成果目標を上回る

利用状況である。 

 【成果目標】 

 文化会館等利用者数…75,000 人／年 

 施設稼働率…大ホール 39％、コミュニティセンター73％、会議室 43％ 

 年間自主文化事業開催数…15 本以上 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

施設利用人数 79,270 85,999 80,163 97,944 ― 

自主文化事業・独自事

業の開催数 
40 28 29 30 ― 

事業参加者・入場者数 14,160 16,766 15,763 16,508 ― 

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況       （単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 86,340,000 事業費（管理） 80,825,964 

利用料金収入 14,688,985 事業費（自主文化事業） 49,851,909 

自主文化事業入場料等収入 27,562,043   

民間助成金収入 6,434,000   

雑収入 626,189   

前年度繰越金 3,233,945   

合計（ａ） 138,885,162 合計（ｂ） 130,677,873 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 8,207,289（次年度事業に繰越） 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

86,400 88,060 86,270 86,340 87,430 

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

11,797 13,492 12,853 14,688  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30 年度 

収入 132,370 130,541 132,881 138,885  

支出 130,310 129,108 129,647 130,678  

差額 2,060 1,433 3,234 8,207  
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

直営業務では、実施できないきめ細やかな利用者への対応

や運営のサポートを実施していることで、利用者数は年々増

加しサービスの質の向上が考えられる。 

コスト面 

財団等の助成金を積極的に活用することで、コスト削減に

繋がり、質の高い事業を実施している。また、修繕費等につ

いても、見積もり合わせを行いコストの削減に努められてい

る。 

施設について 

管理面 

外部委託による定期的な点検及び職員による日常的な管理

点検を実施し、利用者の安全確保、事故防止の対策を講じる

とともに、修繕を実施する際には、利用者、来館者の妨げに

ならないようきめ細やかな配慮がされていた。 

 また、利用者の要望及び満足度を調査するため、アンケー

トやヒアリングを行い、可能な範囲で管理業務に反映されて

いた。 

運営面 

文化相談窓口を設置し、利用に関しての不安や疑問を取り

除くことや、行事運営面での事前に舞台スタッフとの打合せ

を実施したことでサポートの充実に繋がり、大ホール及び中

央コミュニティセンターの利用率が伸びていた。また、アン

ケートやヒアリングを行い、要望などについて可能な限り対

応しており、事業参加者及び来場者満足度は 98.7％であった。 

事業について 

文化会館の特性を生かした自主事業が展開されており、各事業は、参加

型・育成型・鑑賞型の事業で、幅広い世代が楽しめる催しものが多数開催さ

れていた。特に育成型の事業では、市教育委員会や市内の小中学校と連携し

て、子どもたちが優れた文化芸術に触れる機会を創出しており、内容も年々

充実してきている。また、市民参画による実行委員会形式で行われている事

業もあり、市民の文化活動の拠点としての役割が果たされていた。 

指定管理者による 

自己評価 

施設利用については、利用者の要望に臨機応変に対応したことにより、利

用の満足度も高く、新規利用者からのリピーターが増えています。例えば、

8 月にあった NHK 全国音楽コンクール（合唱）では担当者からは「どこの会

館より対応が親切で非常に使いやすく、今後もずっと亀山で実施したい」と

の言葉をいただきました。平成 29 年度は施設利用料収入で予算に対し

1,722,000 円の増でした。今年度は大きなイベントがたくさんあったことも

ありますが、サービス向上により、リピーターが増えたことも増収の要因で

あると評価します。 

また、自主文化事業では、例年になく好調続きで、自主文化事業入場料等

収入で予算に対し 4,150,000 円の増でした。これは鑑賞型事業の集客の高い

イベントがうまく調整でき、招聘できたことが要因であると考えます。その

他、市民参加型では、亀山に関係する昔話をミュージカルにした「鳳飛伝」

や、さいまつコンサートでの「第九」、KAMEYAMA 音楽祭など多岐に渡る参

加の機会が提供できました、当館の自主文化事業は、意義のある参加型事業

78



が多く、市町の文化会館としては三重県で屈指との評価もいただくようにな

っております。特に市内全小・中学校を対象としたアウトリーチ公演は助成

金を確保し、次年度以降も継続することになったのは今年度の大きな収穫で

あると評価できる。 

所管課による 

総括評価 

直営管理では、実施できない自主文化事業やきめ細やかな管理を実施する

ことで、着実に集客及び来場者の満足度の向上に繋げている点は非常に評価

できる。コスト面でも、補助金を積極的に活用しており事業の幅を広げてい

ることから指定管理制度の活用は非常に効果的であると考えられる。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 文化スポーツ課 

施設名 

亀山市運動施設等施設 

（西野公園体育館、西野公園野球場、西野公園運動広場、西野公園庭球場、

西野公園プール、亀山公園庭球場、東野公園体育館、東野公園ソフトボール

場、東野公園運動広場、東野公園ゲートボール場、観音山テニスコート、関

Ｂ＆Ｇ海洋センター、関総合スポーツ公園多目的グラウンド） 

指定管理者 三幸・スポーツマックス共同事業体 

指定期間 平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

●利用者の要望等を聴取し、管理運営に反映できているか。 
施設管理運営向上のため、「ご意見箱」を設置されている。利用者からの意見は職員間で共有し、対
応や改善策などの返答はファイル形式でアンケート箱横に設置されている。 
●管理運営にあたり、市民及び各種団体等との連携を図ったか。 
業務に支障がない範囲で、地域清掃や防犯活動（愛の運動等）に取り組まれている。また、職場体験
学習の受け入れも毎年実施されている。施設が作成している施設だよりは、コミュニティセンターや
スポーツショップ、スーパーに協力いただいて設置されている。施設長は、かめやま若者未来会議に
参加されている。 
●施設の維持管理は、適切に行われているか。 
仕様書で定められた内容を満たすために、外部委託も活用しながら適正に維持管理が行われている。
簡易な点検及び維持修繕については、指定管理者の資格所有者が行うなど経費削減に努められてい
る。 

運営について  

●市民ニーズの把握（アンケート調査）を行っているか。結果後の反映はされているか。 

利用者及び事業参加者へのアンケートが実施されており、寄せられた意見のなかで対応できるものに

ついては迅速な対応がされている（ウォーキングマシン設置等）。 

●環境への配慮はされているか。 

地球温暖化防止対策実行計画に基づき、節電等の呼びかけや取組が実施されている。また、各施設に

て緑のカーテン作戦に参加するだけでなく、季節に応じた花を栽培し、その種子を希望者に配布する

独自の緑化推進事業に取り組まれている。 

●個人情報の管理が適正にできているか。 

プライバシーマークを取得し、企業として個人情報の管理を徹底している。また、全職員に対し個人

情報保護をテーマとした研修が実施されている。 

●サービス向上のために、情報発信を行っているか。 

館内情報掲示板の活用、施設だよりの作成・設置、ホームページや Facebook での情報発信が行われ

ている。コミュニティセンターやコンビニに設置されていた施設だよりをより多くの方の目につくよ

うに、新たな設置場所を増やす努力がされている。 
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事業について  

●市民の要望等を聴取し、自主事業に反映させているか。 
幅広い年齢層に参加頂けるようにと、内容や時間設定まで細かく検討された自主事業が行われてい
る。また、ニーズの高い教室は開催回数を増やすなど、参加者の声に柔軟に対応されている。 
トップアスリートと交流できる事業に取り組まれており、今年度も女子プロ野球選手による教室や、
三重バイオレットアイリス選手によるハンドボール教室が開催された。自主事業の実施は、前年より
も増加しており、全 60 種類、年間合計 770 回開催されており、延べ参加者数は 10,932 名であった。 
●市民及び各種団体等との連携を図っているか。 
江戸の道シティマラソンへの協賛（記念品提供）や、市内小学校へ着衣泳の指導を実施した。地域総
合型スポーツクラブわくわの事業協力としてスイミングフェスティバルに指導者として参加するな
ど、地域のスポーツ団体との連携が取られている。 

 

施設の利用状況 

●施設の利用状況は、昨年度と比較してどうか。 

                （H28）     （H29） 

西野公園管理施設        74,116 人    62,659 人 

東野公園管理施設        38,198 人    37,349 人 

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理施設   53,608 人    57,732 人 

亀山公園管理施設         4,503 人     6,296 人 

合計              170,425 人       164,036 人（6,389 人減） 

 

西野公園管理施設の体育館が 11 月から 2 月の間、空調設備設置に伴う臨時休館であったことで大幅な減となっ

た。 

 

●自主事業開催回数 

全 60 種 年間 770 回開催（テニス教室、体力＆筋力ＵＰ健康体操、三幸・スポーツマックス杯など） 延べ参

加人数 10,932 名 

 

事業開催数の増加や、三幸・スポーツマックス杯などの大規模な事業を実施することで、参加人数が大幅に増加

した。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

西野公園等利用者数 83,260 人 83,036 人 78,619 人 68,995 人  

東野公園利用者数 38,790 人 39,692 人 38,198 人 37,349 人  

関Ｂ＆Ｇ海洋センター等利用者数 52,306 人 52,269 人 53,608 人 57,732 人  

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況       （単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 73,652,000 事業費 4,511,064 

利用料金収入 15,579,108 管理費 86,169,869 

自主事業収入 5,629,250   

その他収入 2,294,956   

合計（ａ） 97,155,314 合計（ｂ） 90,680,933 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 6,474,381 
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指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成30年度 

74,698 74,607 73,743 73,652  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成30年度 

15,939 17,116 16,461 15,579,108  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成30年度 

収入 94,620 97,395 97,573 97,155  

支出 88,509 88,846 91,303 90,680  

差額 6,111 8,549 6,270 6,475  

 

検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

教室参加者が加入するスポーツ安全保険について、従来は施

設が異なると保険加入がそれぞれ必要であったが、３施設共

通で保険加入出来るカードの発行を行い、参加者の金額負担

を減少させる等、利便性向上を図る取り組みを行った。 

コスト面 

軽微な修繕は、自社やスタッフで行うなど、経費削減に取り

組まれている。また、母体がビルメンテナンス業であるため、

保守点検業者との繋がりが密接にあることが、コスト削減の

一助となっているといえる。 

施設について 

管理面 

仕様書の規定に基づく保守点検が行われている。また、自社

スタッフでの巡回を徹底し、軽微な修繕についてはその場で

応急処置を施すなど、利用者の不便にならないよう迅速に対

応がなされている。 

運営面 

運営においては、仕様書の規定に基づく人員雇用がなされて

おり、自社で接遇研修を毎年行うなど、人材の育成にも力が

入れられている。施設長が異動の際には、アンケートに感謝

の言葉が記入されるなど、利用者から信頼を得ている。 

事業について 

自主事業については、アンケートなどの結果が反映され、貸館の少ない曜日

や時間を活用した企画がなされている。その中でも、三幸・スポーツマック

ス杯スポーツ大会を企画し、地元学校やスポーツ少年団と連携した大会を開

催するなど、スポーツの振興に意欲的に取り組まれていることは、非常に評

価できる。 

指定管理者による 

自己評価 

施設の管理運営では、仕様書に基づき維持管理が実施されるよう努めて参

りました。専門的・効率的に管理業務を行うため、市の承認を得た上で、第

三者委託を実施し、安全で安心なスポーツ環境の提供に努めて参りました。 

施設利用促進のためには、利用者や各種団体と連携をとることにより自主

事業の内容や開催時期等を検討し、合わせて共同事業体スタッフによる事業

開催をし、参加数の増加に努めて参りました。自主事業の内容を文化的な物

に広げることで、これまで体育館を利用していなかった方の利用促進を行

い、加えてワンコイン体験サービスを展開することで、講座に参加しやすい

環境づくりを構築いたしました。 
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更に、市内小学校での着衣泳教室の開催を継続的に実施し、加えて市健康

福祉部の管理施設「あいあい」における健康づくり事業に賛同し市民の健康

指導にあたるなど、地域に密着した管理運営に努めることができました。 

また、市や公共機関の開催するイベント等には、これまでも出来る限りの

協力を行ってまいりましたが、これから亀山市ではインターハイや国体とい

った大規模スポーツ大会開催が控え、大会開催の目的や主旨を理解し、会場

施設管理者としてインターハイ南東北大会、愛媛国体の会場視察を行いまし

た。大規模大会開催に向け、事前準備や支援の検討を続けております。 

所管課による 

総括評価 

組織体制において、積極的に市内在住者の雇用に努められている（三施設職

員３２名中２５名が市内在住者）。また、高齢者や障害者も広く募集し、雇用し

ている（高齢者１８名、障害者１名）。団体倫理やコンプライアンスについて、

職員研修を実施し企業の社会的責任など社員意識の向上に努められている。利

用者の安全安心のため、日頃から消防訓練等行い、非常時にも備えられている。 

施設運営の面では、これまでも行ってきた平日の日中の空き時間を活用した

自主事業を運動関係のみに限定せず、文化的な講座の開催数を増やし、これま

で体育館を利用したことがない新たな市民への利用促進策を講じた姿勢は評価

できる。また、業務に支障がない範囲で、施設周辺の地区活動（清掃、防犯）

にスタッフが参加するなど、地域との密接な関わりを築いている姿勢が見られ

る。 

さらには、各施設を知ってもらうために、ＳＮＳの随時更新、新聞やテレビ

などの広報媒体を活用し、より多くの市民がスポーツや運動に親しめるような

機会を提供し、市のスポーツ推進に貢献に努められている。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成 29 年度） 

 

 所管課 地域観光課 

施設名 亀山市石水渓キャンプ場施設 

指定管理者 公益財団法人亀山市地域社会振興会 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

○亀山市石水渓キャンプ場施設（バンガロー施設、テント村、屋内研修施設）の管理運営 

 

運営について  

○利用許可申請受付、利用許可及び許可書の発行、利用料の徴収、還付及び納入、利用許可の取

り消し及び制限、施設利用者対応業務、その他利用者に対する観光案内業務を実施。 

○勤務時間 

８：３０～１６：３０ 

 １６：３０～ ８：３０ 

○勤務体制 

  ４月～６月 昼間 ２名、夜間 １名 

  ７月～９月 昼間 ２名、夜間 ２名 

 １０月    昼間 ２名、夜間 １名 

＊予約状況等により体制を変更し、対応 

事業について  

○石水渓キャンプ教室の開催 

○石水渓まつりの開催 

○みつまたの森ウォーキング支援 

○石水渓クリーン作戦の開催 

○薪等の販売 
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施設の利用状況 

開館期間 ４月１日～１０月３１日 

亀山市、鈴鹿市からの利用者が主体であるが、車で１～２時間程度の距離にある県内外の利用者も多

くみられる。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

バンガロー 1,358 1,763 1,989 1,462  

テント村 2,965 3,495 3,166 3,636  

屋内研修施設 2,338 2,472 1,759 2,372  

シャワー 192 287 272 231  

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 10,700,000 事業費 13,079,750 

利用料金収入 2,785,040 管理費 0 

その他の収入 827,641 その他の費用 869,364 

合計（ａ） 14,312,681 合計（ｂ） 13,949,114 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 363,567 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

10,700 10,700 10,700 10,700  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

3,015 3,381 3,077 2,785  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

収入 14,463 14,748 15,814 14,313  

支出 13,558 13,873 15,148 13,949  

差額 905 875 666 364  
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検証結果 

指定管理者制度活用

による各種効果につ

いて 

利用者への 

サービス面 

受付、サービス向上、緊急時対応、トラブル対策等マニュ

アルに基づき職員研修が実施され、必要な知識習得に努め

られた。また、利用者より要望のあった物品販売を行うな

どサービス提供に努力された。 

コスト面 仕様書に沿った業務を適切に実施された。 

施設について 

管理面 
シーズンオフにおいても、施設巡回や清掃を実施し、良好

な施設管理が実施された。 

運営面 

シーズン中、シーズンオフも含め各種地域団体等と連携を

図り、施設運営が実施された。また、地域住民の雇用や運

営協議会を開催することで適正な管理に努められた。 

事業について 
地域団体と連携した石水渓まつり、石水渓キャンプ教室が開催され市内外

を問わず多くの来訪者で賑わい、地域の魅力発信に繋がった。 

指定管理者による 

自己評価 

亀山市石水渓キャンプ場施設管理の基本理念及び役割等を踏まえ指定管

理者として取り組み、施設の特徴を活かした管理運営に努めることができ

た。利用者が自然とふれあい、家族や仲間と安心安全に利用できるよう日

常点検及び環境整備に心がけ、利用者へのサービス向上に努めることがで

きた。 

所管課による 

総括評価 

自主事業（石水渓まつり、石水渓キャンプ教室）を開催し、設置目的であ

る環境を活かしたレクリエーション施設の充実と公共の福祉の増進が図

られた。またアンケート調査等により利用者のほとんどが満足されてお

り、安定した管理運営と市民サービス向上に繋げられている。 

 

86



（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成 29 年度） 

 

 所管課 地域観光課 

施設名 亀山市道の駅関宿地域振興施設 

指定管理者 株式会社安全 

指定期間 平成２５年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

○亀山市道の駅関宿地域振興施設管理運営（売店、レストラン、２階多目的室、観光案内） 

○上記有料施設に係る業務（物販業務、飲食業務、飲料販売業務、富永一朗漫画廊、各種観光案

内及び道路交通案内業務、道の駅限定切符販売業務、三重県おもてなし施設関係業務） 

運営について  

○勤務時間 

 売店、観光案内、レストラン ８：３０～１８：００ 

 業務            ８：３０～１１：３０ 

○勤務体制 

 売店、観光案内、レストラン 各２名 

 業務             １名 

＊繁忙期・春夏冬休み・休日（３連休）等は増員体制で対応。 

＊繁忙期については、営業時間の延長も実施 

＊業務については、隣接する情報棟清掃・トイレ清掃・駐車場ゴミ回収・生花管理・自動販売機

管理等を担当 

事業について  

○富永一朗漫画廊開設 

○「花と笑顔を結ぶ会」亀山市婦人会連絡協議会、亀山市老人クラブ連合会と協働にて花壇への

花植えの実施 

○地元生産者の会にて朝市「まめぞろい」を毎週日曜日に実施 

○店舗活性化のため、しぐれフェア、新茶フェア等各種イベント開催 

○地元食材をかつようした期間限定レストランメニューの販売 

○関宿納涼花火大会開催時の営業時間延長と屋台販売の実施 

○各種観光関連会社への誘客、営業活動の実施 

○サービス向上の為の接客マナー研修の実施 
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施設の利用状況 

県内の各種観光地同様に平成２７年度の遷宮期間をピークに減少傾向ではあるが、堅実に集客をいた

だいている。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

売店利用者数 57,857 65,940 68,112 62,738 62,707 

レストラン利用者数 35,686 39,797 40,047 35,188 35,110 

合計 93,543 105,737 108,159 97,926 97,817 

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 0 事業費 73,651,161 

物販等料金収入 83,808,379 管理費 4,984,457 

その他の収入 0 その他の費用 0 

合計（ａ） 83,808,379 合計（ｂ） 78,266,402 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 5,541,977 

納付金 

（単位：千円） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

3,698 4,227 4,521 4,762 4,984 

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

0 0 0 0 0 

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収入 76,139 86,891 89,210 82,097 83,808 

支出 71,730 81,092 83,081 77,492 78,266 

差額 4,409 5,799 6,129 4,605 5,542 

 

 

 

 

 

88



 

 

検証結果 

指定管理者制度

活用による各種

効果について 

利用者への 

サービス面 

接客マナー研修の実施やアンケート対応により、苦情等は無

くサービス向上に努められている。 

コスト面 太陽光パネルの導入によりコスト削減が図られている。 

施設について 

管理面 
施設維持管理に係る点検等業務は適正に実施され、良好な施

設管理が行われた。 

運営面 
地域産品等の積極的活用や販売が実施されている。また、地

域団体との連携も図り、良好な施設運営が行われた。 

事業について 

地域団体や地場産品を積極的に活用した各種イベントを開催し、立寄りたい

施設としての事業が開催され、来訪者に好評である。また、季節ごとに各種

イベントが企画され、地域に密着した施設として事業が実施された。 

指定管理者による 

自己評価 

地域振興の活性化並びに施設の効果的・効率的な経営を心掛け業務を遂行。

地域団体との連携や地場産品の活用を含め、地域振興施設としての役割を遂

行できたものである。今後も地域振興施設として公共性の確保、円滑な運営

はもとより、運営協議会での委員の皆様のご意見を参考にしつつ民間事業者

としてのノウハウをフルに発揮し、また、民間感覚を活かし創意工夫ある企

画、質の高いサービス提供を図ると共に振興施設の機能を最大限に引き出せ

るよう努める。 

所管課による 

総括評価 

市内唯一の道の駅として地域振興施設が管理運営され、地域振興の活性化に

繋がっている。公の施設であることを念頭におかれ、運営協議会や来訪者の

意見を積極的に取り入れた運営がなされ、公平で平等な利用確保と健全で円

滑な運営が展開された。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成２９年度） 

 

 所管課 産業振興課 

施設名 亀山市勤労文化会館 

指定管理者 亀山地区労働者福祉協議会 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

 

事業報告概要 

管理について  

●施設及び設備の管理について 

利用者が安心して快適に利用できるよう、建物設備の日常点検、法定点検、定期点検等の保

守管理業務を実施するとともに、快適な環境を保つため清掃業務等の維持管理業務を実施し、

適正に施設内外の維持管理が実施された。 

＜施設の管理に関する業務＞ 

・消防設備保守点検委託 

・清掃業務・草刈業務委託等 

●備品について 

 備品の点検及び貸与等、適切に管理が行われた。 

運営について  

●施設の運営について 

 亀山市勤労文化会館施設条例及び同条例施行規則等関連法令を遵守し、施設の利用許可

及び利用料金の徴収業務等、適正に施設運営が行われた。 

 また、施設利用状況及び施設運営状況、管理に要した経費の収支等について、適切に事

業報告がされており、事業計画に基づき適正な運営が実施された。 

●市民ニーズの把握（アンケート調査）について 

 利用者のニーズを把握するため、利用者アンケートを実施した。 

事業について  

●その他の業務について 

雇用・労働に関する制度等の情報提供を行うため、勤労文化会館内にパンフレット等の設

置を行うとともに利用者等へ周知を図った。 

90



 

施設の利用状況 

●昨年度と比較した施設の利用状況  

        （Ｈ２８）      （Ｈ２９） 

 【利用件数】６５３件             ７７３件          （前年度比 18％増） 

 【利用人数】８，０９３名         ８，１８５名      （前年度比  1％増） 

 【利用料金】９０７，４２２円    ８５４，６８７円 （前年度比  6％減） 

 施設の利用状況について、前年度と比較すると、施設利用件数は増加している。利用料金につ

いては減額となった。 

利
用
状
況
等 

指標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用人数 4,951 5,160 8,093 8,185  

利用件数 521 482 653 773  

自主事業開催数 0 0 0 0  

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

 収入の部 支出の部 

指定管理料 4,624,000 事業費  

利用料金収入 854,687 管理費 4,716,954 

雑収入 41,294   

合計（ａ） 5,519,981 合計（ｂ） 4,716,954 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 803,027 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

4,624 4,624 4,624 4,624  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

637 706 907 854  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

収

入 
5,695 5,383 5,587 5,520  

支

出 
5,266 4,967 4,928 4,717  

差

額 
429 416 659 803  
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検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

積極的に利用者アンケートを実施することにより、利用者

ニーズに迅速、柔軟に対応でき、指定管理者制度の効果が

十分発揮された。 

コスト面 

経験と専門性を活かし、収支の効率化及び経費の縮減が進

められ、その余剰金により自主的な施設の修繕が行われる

など、健全な施設の維持管理ができた。 

施設について 

管理面 

日常点検等の保守管理、清掃業務等の維持管理について、

常に利用者の安全及び施設の安全面の確保が図られてお

り、施設は老朽化しているものの、常に清潔かつ良好な状

態を維持できている。 

運営面 

亀山市勤労文化会館施設条例及び同条例施行規則等関連

法令を遵守し、適正に運営された。また、長期的な運営を

行うことより、専門的知識のある人材の確保が図れるとと

もに、事務改善等に取り組むことが可能となり、安定した

管理運営を行うことができた。 

事業について 

自主的な事業はないものの、施設利用者は年々増加傾向にあり、労働者

の福利増進や文化向上の活動拠点施設としての認識が向上している。ま

た、会館と各種労働団体等との連携体制も構築された。 

指定管理者による 

自己評価 

亀山市から当協議会が指定管理者として管理業務を代行し、利用者が

安心して快適に利用できるよう施設の日常点検及び整備に努めました。

利用者アンケートを実施し、利用者ニーズの把握に努めた結果、施設に

対する高評価を得る事ができました。また、施設管理においては、自己

で修繕・改善できるもの（ＬＥＤ交換、壁塗装、トイレ洋式化の検討な

ど）にも積極的に取り組みました。また、軽微な補修などについても当

協議会で対応し迅速に対応いたしました。  

以上のことから、施設管理、運営ともに適切に実施することができたと

自己評価いたします。 

92



所管課による 

総括評価 

施設の管理、修繕・運営業務ともに適正に実施され、常に安全面の

確保が図られている。施設は、日常的に整理整頓、清掃がなされてお

り清潔かつ良好な状態を維持できている。 

 利用者への対応等においては、利用者応対マニュアルや緊急時の対

応マニュアルに基づき、適切な対応が図られている。 

 勤労文化会館内に事務室がある労働関係団体との連絡等業務につい

ては、円滑に行われており、勤労者福祉の充実に向け、雇用・労働に

関する制度等の情報収集等も積極的に行われている。 

 利用者へ実施しているアンケート調査において、利用者の施設に対

する満足度は非常に高い。会議室、階段等電球をＬＥＤに交換も行っ

ており環境に配慮している。また、洋式トイレへの改修等の課題解決

策も検討されており、施設自体は老朽化しているものの、全体的に清

潔に維持されている。 

このような日々のきめ細かな施設の管理運営及び労働関係団体等のネ

ットワークが利用促進等に繋がっており、今後も適正な管理運営を継続

して実施するとともに、積極的な自主事業展開を実施することにより一

層効率的かつ勤労福祉充実、文化向上に向けた運営がなされることを期

待する。 
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（様式６） 

指定管理事業検証結果報告書 （平成 29 年度） 

 

 所管課 用地管理課 

施設名 亀山市都市公園施設（８３公園） 

指定管理者 公益財団法人亀山市地域社会振興会 

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日（５年間） 

 

事業報告概要 

管理について  

●施設及び設備の維持管理について 

 ・清掃作業、電気設備・排水設備等の管理は適正に実施されており、利用者からの大きな苦情

等も見られなかった。清掃作業については、各公園等でのイベントの日程や地域自治会の要

望を配慮した工程表を作成し、適正に実施されていた。 

 ・公園遊具の管理については、専門業者による年２回の定期点検に加え、毎週月曜日に公園安

全点検表を作成しテーマ毎の的を絞った日常点検も行うことで、維持管理及び不良箇所の早

期発見に努められていた。大雨・台風時には臨時点検を行い、災害後の安全確保にも努めら

れていた。 

 ・季節及び日照時間に合わせたタイマー管理を照明や噴水等の電気設備で実施されていた。 

 ・浄化槽施設については、合併浄化槽は年１２回、単独浄化槽は年４回の専門業者による点検

を実施されていた。 

 ・西野公園、東野公園に簡易型の雷検知器を設置し、運動施設管理者とも連携し利用者の安全

確保に努められていた。 

 ・今年度についてもドライミストを設置し、快適性の向上を図られていた。 

 ・公園内の落ち葉で堆肥を作成し、花壇及び菖蒲園の肥料として活用されていた。 

 

●備品について 

・備品の点検・修理等、適切に管理している。その他にも、除草繁忙期には草刈機の分解清掃

も行い、機材の適正な保全に努められていた。また、２９年度の新規備品及び廃棄備品はあ

りませんでした。 
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運営について  

●利用促進について 

 ・亀山公園・西野公園・東野公園においてアンケートを実施し、利用者のニーズ把握を行った。

また、公園リーフレットの営業担当による市内の企業、団体への配布やホームページへの掲

載、公共施設等への設置等を実施し、利用促進が図られていた。 

・その他にも、ホームページ等で菖蒲園や桜の開花状況や秋の見ごろ情報等を随時発信すると

ともに、財団たより等でもイベント情報等を告知することで利用促進に努められていた。 

  

●帳簿・料金支払いの管理 

 ・光熱水費等の支払いは適正に支払い、帳簿についても適正に管理されていた。 

 

●公園管理への地域住民等の参加促進 

・「公園安全見守り隊」の運営や自治会・こども会との連携等、地域による公園管理を推進し、

公園に愛着を持つ機会づくりが実施されていた。具体的には、環境美化ボランティアとして

活動されている自治会等へのゴミ袋等の支給や、自治会から不法投棄等に関する情報を提供

してもらうなど密に連携されていた。 

 

●収支計画について 

・科目によっては流用を行っているが、概ね予算通りの収支であった。 

 

●組織体制の強化について 

 ・職員を対象とした各種研修に加え、臨時職員及び常駐の委託先職員に接遇研修や AED 講習

などの座学による講習や実践形式による講習を計画的に実施し、組織体制の強化に努められ

ていた。 

 

●人員の配置について 

 ・作業員の出勤体制について夏季と冬季で人員数を変更するとともに、冬季の勤務体系を見直

すことで経費の削減に努められていた。 

 ・シルバー人材センターや障がい者雇用施設の社会的事業所に業務委託を行い、経験豊かな高

齢者の活用や、障がい者の社会参加に努められていた。 

事業について  

●自主事業について 

 ・ノルディックウォーキングを実施し、健康増進や利用促進に努められていた。また、菖蒲園

や市の花である花しょうぶに愛着を持っていただくよう、株分け及び育成指導を実施する青

空教室も行われていた。 
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施設の利用状況 

公園における利用者数の把握は行っていないが、市の花として市内外より多くの方が来訪される亀山

公園菖蒲園における花しょうぶまつりについては、多数の来園者が見込まれ、亀山の名所として定着

している。 

また、自主事業として青空教室を開催し、毎回定員数である４０人程度の応募があるイベントとして

親しまれている。 

 

本年度管理業務に関する経費の収支状況 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

指定管理料 65,000,000 事業費 729,875 

利用料金収入 6,360 管理費 64,760,161 

その他収入 1,213,221 その他費用 0 

合計（ａ） 66,219,581 合計（ｂ） 65,490,036 

収支差額（ａ）－（ｂ）(収益又は損失) 729,545 

指定管理料 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

65,000 65,000 65,000 65,000  

利用料金収入額 

（単位：千円） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

7 6 6 6  

収支の状況 

(単位：千円) 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

収入 67,833 66,971 67,080 66,219  

支出 66,485 65,045 66,017 65,490  

差額 1,348 1,926 1,063 729  

 

 

検証結果 

指定管理者制度活

用による各種効果

について 

利用者への 

サービス面 

清掃作業、電気・排水設備管理等、通年的な維持管理業務は

適正に実施されており、利用者等からの大きな苦情も見られ

ないことから、良好な状態を維持できていると思われる。 
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コスト面 
昨年度に引き続きではあるが、公園内の落ち葉を利用し肥料

とすることで経費削減を図る試みも見られた。 

施設について 

管理面 

除草作業において、自治会要望等に配慮した柔軟な対応を行

い計画通り除草作業を完了できた。また、公園樹木の剪定・

芝の消毒や薬剤の活用方法について、専門家による講習会を

実施し、職員の技術向上を図り、よりよい維持管理を行おう

という姿勢も評価できる。 

運営面 

運営面では、地域や企業等へ公園等環境美化ボランティア新

規加入の勧誘を行っているが、実績が伴っていないため、取

組方法等を再度検討することに期待する。 

事業について 

青空教室及びノルディックウォーキングを実施し、公園利用者の獲得を図

るとともに、市の花である「花しょうぶ」の PR 活動を実施しており、評価

できる。ただし、自主事業に関して、毎年同じ事業を繰り返しているだけ

であることから、新たな自主事業の取り組みに期待したい。 

指定管理者による 

自己評価 

公園維持管理については、利用者の方々、地域の方々に満足していただけ

る事及び安全安心を第一と心がけ、事業計画を策定し実行して参りました。 

日常管理の徹底により遊具等による事故もなく又、地域の方々からも大き

な苦情を頂く事もなく、平成 29 年度振り返り総括しますと事業は概ね良好

であったと言えます。 

具体的には、８３公園の除草作業は天候によって作業も大きく左右されま

すが夏の繁忙期には増員しシーズンオフについては減員し、また月々の除

草作業もほぼ計画どおり作業を完了したかと思います。花しょうぶに関し

ては年々熟成度を上げ１００品種を維持しながら県下有数の菖蒲園に育っ

ております。菖蒲園の畑に利用している堆肥は落ち葉の有効利用で落葉完

熟堆肥として自家生産し花壇にも利用しており経費節減を図りました。遊

具、施設の日常点検は重点テーマを決め異常箇所や不具合の早期発見に迅

速に対応ができ危険回避ができたと思います。水道栓の交換等軽微な修繕

及び遊具設備の塗装等簡易修理を職員で行うことによる修繕費の抑止に努

めました。 

所管課による 

総括評価 

指定管理料については、概ね予算内の支出で平準化が出来ており、過剰な

支出や不足は生じておらず、健全な運営がなされている。 

また、公園管理業務にいては、日常的な公園管理に加え、自治会等の要望

にあわせ、地域の事情に応じた時期の除草・清掃や自治会等が公園の清掃

等ボランティアを行う際のごみ袋や軍手などの消耗品の支給、その他、公

園安全見守り隊による安全見守り活動を実施するとともに、業務委託では

難しい、地域に密着した迅速な対応がなされた。 

自主事業としては、今年度は菖蒲の育て方や株分け実習等を行う青空教室

とノルディックウォーキングのみの実施で、次年度に課題を残す結果とな

った。 
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